ハラスメント防止のための指針
一般社団法人北海道ケアマネジメントサポートリンク
居宅介護支援事業所さいどbyさいど

１．基本方針
居宅介護支援事業所さいどbyさいど（以下「事業所」という。）は、すべての職員が安心して働くことができる職場環境を確保するため、いかなるハラスメントも許容しない。
事業所は、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法その他関連法令および行政指針に基づき、ハラスメントの防止と適切な対応に取り組む。
ハラスメントの未然防止に努めるとともに、発生した場合には迅速かつ適切に対応する。また、相談や申告を行った職員が不利益な取扱いを受けることがないよう、厳正に保護する。

２．ハラスメントの定義
本指針におけるハラスメントとは、以下の行為をいう。
（１）パワーハラスメント
職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、業務上必要かつ相当な範囲を超えて、身体的・精神的な苦痛を与え、または就業環境を害する行為。
※厚生労働省指針に基づく典型例（身体的攻撃、精神的攻撃、過大要求、過小要求、人間関係からの切り離し、個の侵害 等）を含む。
（２）セクシュアルハラスメント
相手の意に反する性的な言動により、職員の就業環境を害する行為。
※同性間の言動も含む。
（３）妊娠・出産・育児・介護に関するハラスメント
妊娠・出産、育児休業、介護休業等の制度利用や申し出を理由として、不利益な取扱いを行うこと、または嫌がらせとなる言動を行うこと。
（４）カスタマーハラスメント
利用者またはその家族等から、職員に対して行われる暴言、威圧的な言動、人格否定、過度な要求、継続的な苦情・嫌がらせ等により、職員の就業環境を害する行為。

３．職員の責務
職員は互いの人格と価値観を尊重し、良好な職場環境づくりに努める。
ハラスメントに該当する行為を行わない。
ハラスメントを見聞きした場合は、速やかに管理者へ相談・報告する。
相談者や被害者のプライバシー保護に協力する。


４．相談・報告体制
（１）事業所の相談窓口
相談窓口は管理者とする。
管理者によるハラスメントが疑われる場合は、代表理事に直接相談できる。
（２）第三者相談窓口
管理者・代表理事によるハラスメントが疑われる場合、または事業所内で相談しづらい場合は、以下の第三者機関に相談できる。
①北海道労働局 総合労働相談コーナー
札幌市北区北8条西2丁目1-1 札幌第1合同庁舎9階
電話：011-707-2700（平日9:00〜17:00）
②ハラスメント・労働相談コール（北海道）
電話：0120-81-6105（平日17:00～20:00、土曜13:00～16:00）
（３）相談方法
口頭、書面、電話、電子メール等により相談できる。匿名での相談も可能とする。

５．相談後の対応
相談者および関係者のプライバシーに十分配慮し、事実確認を行う。
ハラスメントが認められた場合は、就業規則等に基づき厳正に対応する。
必要に応じて、被害者の就業環境の改善措置（配置転換、業務調整等）を講じる。
再発防止に向けた措置（研修、指導、組織体制の見直し等）を実施する。
第三者から指摘を受けた場合も同様に対応し、必要に応じて指摘者へ対応結果を報告する。

６．カスタマーハラスメントへの対応
（１）基本的対応方針
・職員の人格と尊厳を守ることを最優先とする。
・不当な言動には毅然とした態度で対応する。
・ハラスメントを受けた職員は、管理者に速やかに報告すること。
・相談を受けた管理者は、迅速に事実確認と対応を行うこと。
・必要に応じて利用制限・契約解除を検討する。
（２）具体的対応方針
・利用者からの暴言や暴力・悪質なクレームなどの迷惑行為（以下「カスタマーハラスメント」 という。）があった場合は、合理的及び理性的な話し合いを求め、より良い関係の構築に努める。
・その場合、必要に応じて、弁護士等適切な外部専門家を交えながら解決を図ることとする。
・カスタマーハラスメントに関することについては、その内容を正確に把握するため、電話や会話の内容を録音させていただく場合がある。この場合、録音内容については、当該カスタマーハラスメントの解決のためにのみ利用する。
・カスタマーハラスメントの解決に至らない場合は、ケアマネジメントの契約を破棄させていただくこともある。
（３）相談・報告体制
・職員は、利用者・家族等からの不適切な言動を一人で抱え込まず、速やかに管理者に報告すること。
・事業所として組織的に対応し、必要に応じて管理者による面談、文書による説明・注意喚起等を行う。
・職員の安全確保が必要な場合は、訪問時の同行や担当者変更等の措置を検討する。
・必要に応じて外部機関（地域包括支援センター、行政、弁護士、警察等）との連携を行う。
（４）職員への支援
・メンタルヘルスケア（産業医、カウンセリングなど）の提供
・相談後の勤務時間の配慮等の配慮を検討
職員は、利用者・家族等からの不適切な言動を一人で抱え込まず、速やかに管理者へ報告する。
事業所として組織的に対応し、必要に応じて管理者による面談、文書による説明・注意喚起等を行う。
状況に応じて、関係機関（地域包括支援センター、行政等）や弁護士等と連携し対応する。
職員の安全確保が必要な場合は、訪問時の同行や担当者変更等の措置を検討する。

７．研修・周知
本指針は全職員に周知し、定期的に研修を実施する。
研修内容には、法令の改正、事例研究、カスタマーハラスメント対応等を含め、継続的な理解促進を図る。

8.その他
この指針は、定期的に見直し、必要に応じて更新する。

８9．附則
本指針は、令和７年８月１日より施行する。
法令改正等があった場合は、必要に応じて内容を見直す。




